
その他 令和８年度以降の公民館運営見直しの検討開始について 

 

 文部科学省発出（資料参照）の周知文書があり、公民館の積極的な活用に向け

た検討を開始したいと考えております。 

 そこで検討を始めるに際しまして、事前に各委員にご承知おき頂きたくお知

らせさせて頂きます。 

 検討にあたっては、現在まで行ってきた公民館の利用などの運営を大きく変

えることではなく、資料の周知文書の事例にあるものを参考に、印西市の地域性

などを踏まえた上で、利用の拡充が図れるように運営、利用の見直しをしていき

たいと考えております。 

 主に見直しするものとしては、営利を伴う活動の公民館利用の緩和を検討し

てまいります。 

 また、各委員におかれましては良い事例を知っている、また良い案があるなど

お聞かせいただきたいと思います。 
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現在の印西市立公民館における営利を目的とする活動の禁止・制限事項まとめ 

 

（１）販売行為等の禁止 

  もっぱら営利を目的とする活動（商品の販売、展示、宣伝及び勧誘等）は、

公民館施設（倉庫等及び複合施設の場合は共有部分を含む。）及びその敷地内

では禁止する。 

 

（２）私塾の使用 

  私塾的な活動（運営）は、公民館を使用することはできない。私塾的活動（運

営）とは、講師自ら会員の募集活動、部屋の予約行為及び団体の運営に関わり、

実質的、講師が団体の代表となり師弟関係（縦の人間関係）の運営をしている

場合。また、経費面に関して会費のほとんどが講師料であったり、会費（月謝）

を講師に直接支払ったりする場合が該当する。なお、会員数によって講師に支

払う金額が変動したりすることなども私塾的運営に該当する場合があるので

留意すること。このほか、学習成果を自己の満足で終わらせ、地域に還元しよ

うとしないことも私塾的運営の一形態といえる。 

  なお、私塾についても、その使用内容によっては公民館を使用できる場合が

ある。 

 ※私塾であっても、文化、芸術、子育て等の地域振興（地域還元）を目的とし

た発表会等は使用することができるものとする。 

 

（３）企業等の営利団体の使用 

  基本的に企業は営利の確保が最終的な目的となるため、使用する目的が営

利活動に関連する場合、公民館の使用はできない。 

  なお、企業等の営利団体についても、その使用内容によっては公民館を使用

できる場合がある。 

 ※企業等の営利団体においても、次のような場合は使用することができるも

のとする。 

  ①市内外の企業が印西市民を対象とした求人説明会や採用面接を行う場合 

  ②市内に営業所等を有する企業等が社員研修又は社員の健康診断等を行う

場合 

  ③市民の利益を目的とした事業を行う場合 

  ④その他、直接営利活動（金銭の授受、販売、契約、仮契約及びそれに準ず

る行為）を行わない場合 

 

 


